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【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年11月12日(2010.11.12)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】特許請求の範囲
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　オレフィンおよび硫黄化合物を含有するガソリンストリームから硫黄
化合物を除去する方法であって、ガソリンストリームを、抽出蒸留溶媒を用いる、２液相
領域を形成しない抽出蒸留プロセスに供して、硫黄化合物を抽出物ストリーム中に濃縮す
るとともにオレフィンをラフィネートストリームへと向け、前記抽出物ストリームのみを
水素化脱硫に供して硫黄化合物を除去することを含む方法。
　　【請求項２】　前記ガソリンストリームは、５０℃～２５０℃の範囲の沸点を有する
単環芳香族化合物、多環芳香族化合物、単環ナフテン、多環ナフテン、オレフィン、パラ
フィン、チオフェン、ベンゾチオフェン、スルフィド、ジスルフィド、チオール、テトラ
ヒドロチオフェンおよびジヒドロベンゾチオフェンを含むことを特徴とする請求項１記載
の方法。
　　【請求項３】　前記沸点は５０℃～２２０℃の間の範囲であり、前記ガソリンストリ
ームからベンゾチオフェンおよび高分子量硫黄化合物を除去するためにプレ分留塔を使用
することをさらに含むことを特徴とする請求項２記載の方法。
　　【請求項４】　前記プレ分留塔からのオーバーヘッドストリームを前記抽出蒸留プロ
セスに供給する工程と、前記プレ分留塔からの塔底ストリームを水素化脱硫プロセスに供
給する工程とをさらに含むことを特徴とする請求項３記載の方法。
　　【請求項５】　前記抽出蒸留プロセスの抽出蒸留を抽出蒸留塔で行い、前記抽出蒸留
プロセスにおいて２液相領域を形成しないような抽出蒸留溶媒、還流比および塔圧力を用
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いて前記抽出蒸留塔を運転することを特徴とする請求項１から４いずれか１項記載の方法
。
　　【請求項６】　前記抽出蒸留溶媒は、スルホラン、３－メチルスルホラン、２，４－
ジメチルスルホラン、３－エチルスルホラン、Ｎ－メチルピロリドン、２－ピロリドン、
Ｎ－エチルピロリドン、Ｎ－プロピルピロリドン、Ｎ－ホルミルモルホリン、ジメチルス
ルホン、ジエチルスルホン、メチルエチルスルホン、ジプロピルスルホン、ジブチルスル
ホン、テトラエチレングリコール、トリエチレングリコール、ジメチレングリコール、エ
チレングリコール、炭酸エチレン、炭酸プロピレンおよびそれらの混合物から成る群から
選択されることを特徴とする請求項５記載の方法。
　　【請求項７】　前記抽出蒸留溶媒は、
（ｉ）スルホランと、
（ｉｉ）共溶媒として、３－メチルスルホラン、Ｎ－ホルミルモルホリン、２－ピロリド
ン、ジプロピルスルホン、テトラエチレングリコール、水、ＦＣＣガソリンからの重質硫
黄残留物、またはそれらの混合物と
を含んでなることを特徴とする請求項６記載の方法。
　　【請求項８】　前記抽出蒸留溶媒はストリッピングされ、重質硫黄残留物は溶媒選択
性を強化するために有効な量でストリッピング後に前記抽出蒸留溶媒のリーン留分中に残
ることを特徴とする請求項７記載の方法。
　　【請求項９】　前記重質硫黄残留物の蓄積を防ぐために、前記抽出蒸留溶媒のリーン
留分のスリップストリームを水で抽出する工程をさらに含むことを特徴とする請求項８記
載の方法。
　　【請求項１０】　前記抽出物ストリームを水素化脱硫に供する工程後に前記抽出物ス
トリームをラフィネートストリームと組み合わせる工程をさらに含むことを特徴とする請
求項１記載の方法。
　　【請求項１１】　ベンゼンまたは全範囲芳香族化合物を生成させるために、前記抽出
蒸留プロセスから生じるストリームを芳香族精製装置または改質油精製装置に供給する工
程をさらに含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
　　【請求項１２】　前記芳香族精製装置はエチレンプラントの一部であることを特徴と
する請求項１１記載の方法。
　　【請求項１３】　前記ガソリンストリームは流動接触分解反応器から提供されること
を特徴とする請求項１記載の方法。
　　【請求項１４】　前記ラフィネートストリームは前記流動接触分解反応器に再循環さ
れることを特徴とする請求項１３記載の方法。
　　【請求項１５】　前記ラフィネートストリームは、オレフィンを低分子量オレフィン
に転化する装置に供給されることを特徴とする請求項１３記載の方法。
　　【請求項１６】　前記オレフィンを低分子量オレフィンに転化する装置は、前記ラフ
ィネートストリーム中のオレフィンをＣ２～Ｃ６オレフィンに転化することを特徴とする
請求項１５記載の方法。
　　【請求項１７】　前記ガソリンストリームは、流動接触分解装置、コーカーナフサ源
または熱蒸気分解源から誘導されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　この点を例示するために、実験を一段ＥＤ装置内で行った。一段ＥＤ装置において、反
溶媒（水）を溶媒（スルホラン）に添加して、混合物中の第２の液相を確保するか、ある
いは拡張（ｅｘｐａｎｄ）した。ＥＤ装置内で、ＥＤ溶媒３部をｎ－ヘキサン３４．４重
量％、１－ヘキセン３２．９重量％、ベンゼン３２．４重量％およびチオフェン０．２１
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重量％を含有する原料液１部と混合した。この混合物を全面還流下で約６４５ｍｍＨｇ（
８５．９９３ｋＰａ）の圧力で沸点に加熱した。平衡気相を表１にまとめている。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
【表１】

　表１から、水５％入りのスルホラン（拡張された２液相抽出蒸留の例）は、溶媒として
スルホラン単独での場合より、ベンゼンおよびチオフェンのより高い蒸気組成および１－
ヘキセンのより低い蒸気組成を示している。これは、ＥＤ装置内の２液相領域の存在が、
チオフェンをより少なく、１－ヘキセンをより多く溶媒によって抽出させることを実証し
ている。換言すると、２液相系を用いると、より少ない硫黄含有化合物が抽出され、より
少ないオレフィンが排除される。２液相溶媒は、ベンゼン（芳香族化合物）も、より少な
く抽出した。従って、ＥＤ装置内の２液相は、硫黄抽出およびオレフィン排除の観点から
全く利点を生み出さなかった。実際、それはこの用途において避けるか、あるいは最小に
するべきである。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　本発明の１つの実施形態によるプロセスにおいて、抽出蒸留溶媒は共溶媒を含む。例え
ば、好ましい溶媒は、共溶媒として３－メチルスルホラン、Ｎ－ホルミルモルホリン、２
－ピロリドン、ジプロピルスルホン、テトラエチレングリコール、水、ＦＣＣガソリンか
らの重質硫黄残留物またはそれらの混合物と合わされた、スルホランを含む。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２３】
　スルホランとＦＣＣガソリンからの重質残留硫黄を含有するスルホランを溶媒として用
いて実験を一段ＥＤ装置内で行った。炭化水素原料は、３．０のＳ／Ｆでｎ－ヘプタン３
０重量％およびトルエン７０重量％であった。実験データの幾つかを表４に示している。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
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【表４】

　表４のα値（溶媒選択性）に基づいて、重質残留硫黄化合物がＥＤ装置内のスルホラン
溶媒の性能を改善したことは明らかである。従って、本発明の１つの態様は、選択性を改
善するために抽出蒸留溶媒中に重質残留硫黄化合物を含めることである。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２５】
　ベンゾチオフェンなどの、より重質の硫黄化学種が、類似した沸点を有する炭化水素よ
り、ＥＤ溶媒との強い結合を有するので、これらのより重質の化学種は、炭化水素が溶媒
からストリッピングされた後にリーンＥＤ溶媒中に留まる傾向がある。これによって、溶
媒ストリッパーの運転条件を調節することにより、リーンＥＤ溶媒中の硫黄の量を制御す
ることが、より容易になる。この点を証明するために、本発明者らは、一段ＥＤ装置内で
ベンゾチオフェン１．７重量％とスルホラン９８．３重量％を混合し、混合物を３７０ｍ
ｍＨｇ（４９．３２９ｋＰａ）の圧力下で１８０℃（予想された溶媒ストリッパー温度）
に加熱した。ベンゾチオフェン濃度は、８５分後に１．１７重量％、１４６分後に１．１
０重量％および３２６分後に０．８２重量％に低下した。より重質の硫黄化合物は、ベン
ゾチオフェンより遙かに強い溶媒との結合を有する。
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